
徳
島
県
病
院
局
管
理
規
程
第
三
号

徳
島
県
病
院
局
職
員
給
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
病
院
事
業
管
理
者

北

畑

洋

徳
島
県
病
院
局
職
員
給
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

徳
島
県
病
院
局
職
員
給
与
規
程
（
平
成
十
七
年
徳
島
県
病
院
局
管
理
規
程
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
第
一
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

八

病
院
に
勤
務
す
る
助
産
師
、
看
護
師
又
は
准
看
護
師
が
正
規
の
勤
務
時
間
に
よ
る
勤
務
の
全
部
又

は
一
部
が
深
夜
に
お
い
て
行
わ
れ
る
業
務
に
専
ら
従
事
す
る
こ
と
を
命
じ
ら
れ
、
当
該
業
務
に
従
事

し
た
と
き
。

第
十
条
第
十
項
を
第
十
一
項
と
し
、
同
条
第
五
項
か
ら
第
九
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
条
第

四
項
中
「
前
二
項
」
を
「
前
三
項
」
に
改
め
、
同
項
を
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
中
「
前
項
」
を
「
第

二
項
」
に
、
「
そ
の
勤
務
が
」
を
「
そ
の
勤
務
（
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
に
係
る
勤
務
を
除
く
。
）

が
」
に
、
「
四
千
五
百
五
十
円
」
を
「
五
千
五
十
円
」
に
、
「
四
千
百
円
」
を
「
四
千
六
百
円
」
に
、
「

二
千
九
百
五
十
円
」
を
「
三
千
三
百
五
十
円
」
に
改
め
、
同
項
を
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次

の
一
項
を
加
え
る
。

３

前
項
第
一
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
勤
務
（
同
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
に
掲
げ
る
場
合
に
係

る
勤
務
を
除
く
。
）
が
一
月
に
つ
き
四
回
を
超
え
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
超
え
る
勤
務
に
係
る
医
療
等

業
務
手
当
の
額
は
、
そ
の
勤
務
一
回
に
つ
き
一
万
三
百
円
と
す
る
。

第
十
条
第
二
項
中
「
次
項
及
び
第
四
項
」
を
「
次
項
か
ら
第
五
項
ま
で
」
に
改
め
る
。

第
十
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

医
療
等
業
務
手
当
（
第
一
項
第
八
号
に
掲
げ
る
場
合
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
額
は
、
そ
の
勤
務

12
一
回
に
つ
き
、
一
万
一
千
五
百
円
と
す
る
。

第
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
第
十
条
第
一
項
第
一
号
」
の
下
に
「
及
び
第
八
号
」
を
加
え
る
。

附
則
第
三
項
中
「
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
」
に
、
「
第
十
五
条
第

二
項
」
を
「
第
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
歯
科
医
師
法
」
の
下
に
「
（

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
二
号
）
」
を
加
え
る
。

「２
係
長
の
職
務

別
表
第
一
イ
の
表
中

を
「２

係
長
の
職
務

」
に
改
め
、
「又

は
政
策
調
査

３
専
門
員
の
職
務

」

「１
主
任
医
長
の
職
務

幹

」
を
削
り
、
同
表
ロ
の
表
中
「医
長
の
職
務

」
を

に
改
め
る
。

２
医
長
の
職
務

」

「

課
長

三
種

別
表
第
三
本
局
の
項
中

を

政
策
調
査
幹

」

「

課
長

三
種

に
改
め
、

」



「

副
院
長

（地
域
連
携
・
診
療
部
門
担
当

）

二
種

副
院
長

（働
き
方
改
革
・
救
急
医
療
担
当

）

副
院
長

（研
修
・
教
育
担
当

）

事
務
局
長

副
院
長

（経
営
・
医
療
Ｄ
Ｘ
担
当

）

三
種

同
表
中
央
病
院
の
項
中

を

副
院
長

（看
護
部
門
統
括
担
当

）

医
療
局
長

薬
剤
局
長

医
療
技
術
局
長

看
護
局
長

事
務
局
次
長

」

「

副
院
長

二
種

事
務
局
長

医
療
局
長

三
種

に
改
め
、

薬
剤
局
長

医
療
技
術
局
長

看
護
局
長

事
務
局
次
長

」

「

病
院
長

一
種

同
表
海
部
病
院
の
項
中

を

事
務
局
長

二
種

」

「

病
院
長

二
種

に
改
め
る
。

事
務
局
長

」

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


